
令和８年度大阪市における生成 AI 活用に関するロードマップ作成等支援業務委託募集要項 

（公募型プロポーザル） 

 

 

１ 案件名称 

令和８年度大阪市における生成 AI 活用に関するロードマップ作成等支援業務委託 

 

２ 業務内容に関する事項 

（１）事業目的と概要 

近年、生成 AI技術は急速に進展しており、国内外の行政機関や民間企業において、業務効

率化、情報整理、文書作成支援などへの活用が広がっている。国においても、生成 AIの利活用

に関するガイドラインや事業者向け指針が示されるなど、行政分野への導入を見据えた制度整

備が進められている。 

本市では、令和 6 年度以降、生成 AI を活用した文書作成支援機能の庁内展開や、RAG

（Retrieval-Augmented Generation）による専門分野への生成 AI 活用の実証に取り組んでき

た。 

本市では現在、「大阪市共通クラウド」上で庁内ネットワーク及び一部の公開系ネットワー

クに対応した業務システムを運用しており、令和 10 年 1 月からは「大阪市統合プラットフォ

ーム」および「汎用オンラインストレージ」の全職員による利用開始を予定している。これら

の環境には、生成 AIや AIエージェント機能との連携が可能な要素が含まれている。 

こうした状況を踏まえ、本市では、生成 AI（AIエージェントを含む）を市施策に効果的か

つ効率的に取り入れていくために、これまでの取組や実証から得られた成果や知見・課題も踏

まえ、業務の特性やニーズに応じた最適な展開方法や活用の方向性を戦略的かつ体系的に検討

した上で、職員にとっての指針となる「生成 AI 活用に関するロードマップ」を策定する必要

があると考えている。 

（２）業務内容 

別紙１「業務委託仕様書」のとおり 

（３）事業規模（契約上限額） 

金 51,123,000円（消費税及び地方消費税含む） 

（４）契約期間 

令和８年４月中旬以降 ～ 令和８年 12月 28日 

※契約の締結については、令和８年度予算が発効した時とする。 

（５）履行場所 

本市指定場所 

（６）費用分担 

受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、本市

は、契約金額以外の費用を負担しない。 

 

３ スケジュール 

・公募開始           令和８年１月 16日 

・質問受付締切         令和８年１月 27日 

・質問に対する回答       令和８年２月４日 

・参加申請関係書類の提出期限  令和８年２月９日 

・参加資格決定通知       令和８年２月 13日 

・企画提案書の提出期限     令和８年２月 18日 

・選定結果通知         令和８年３月上旬以降 

・契約締結・事業開始      令和８年４月中旬以降 

・事業完了           令和８年 12月 28日 

 



４ 契約に関する事項 

（１）契約の方法 

大阪市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容は本市と協議のうえ、仕

様書及び企画提案書に基づき決定する。 

なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、契約

締結をしないことがあるほか、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を講じる

ことがある。また、本市が被った損害について、賠償請求を行うことがある。 

（２）委託料の支払い 

業務完了後、本市の検査を経て、受注者の請求に基づき支払うこととする。 

（３）契約書案 

別紙２「業務委託契約書（案）」のとおり 

（４）契約保証金 

契約保証金 要 

ただし、大阪市契約規則第 37条第１項の規定に該当する場合は免除する。 

保証人 不要 

（５）再委託について 

別紙１「業務委託仕様書」のとおり 

（６）その他 

契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づ

く入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

 

５ 応募資格 

次に掲げる条件のすべてに該当すること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者であること 

（２）令和７・８・９年度本市入札参加有資格者名簿において業務委託種目「10 情報処理-01 情

報処理-06その他情報処理」又は「13その他代行-17各種施策研究・調査-01 各種施策研究・

調査」に登録があること 

（３）プロポーザル参加申請時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を

受けていないこと 

（４）プロポーザル参加申請時において、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除

外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと 

 

６ 応募手続き等に関する事項 

（１）参加申請手続き及び参加資格決定通知 

ア 受付期間   

公募開始日から令和８年２月９日午後５時 30分まで 

イ 提出書類   

別紙３「公募型プロポーザル参加申請書」 

ウ 提出部数      

１部 

エ 提出方法      

電子メール、郵便等又は持参により、担当（９に同じ。）あて受付期間内に必着のこと。 

・電子メールによる提出は、件名を「参加申請：令和８年度大阪市における生成 AI 活用

に関するロードマップ作成等支援業務委託」として送信のうえ、電話で受信確認（休

日（大阪市の休日を定める条例（平成３年大阪市条例第 42号）第１条に掲げる本市の

休日（以下「休日」という。））を除く午前９時から午後５時 30分まで（午後０時 15分

から午後１時までの間を除く。））を行うこと。 

・郵便等（大阪市契約規則（昭和 39年大阪市規則第 18号）第 25条第２項に規定する郵

便又は信書便（以下「郵便等」という。））による提出は、書留郵便等送付の記録が残



る方法によること。 

・持参による提出は、休日を除く午前９時から午後５時 30 分までの間（午後０時 15 分

から午後１時までの間を除く。）とする。 

オ 提出場所 

担当（９に同じ。） 

カ 参加資格決定通知 

令和８年２月 13 日に電子メールにより通知する。 

 

（２）関係資料の貸与 

   貸与資料については希望者にのみ貸与する。 

ア 貸与依頼方法（貸与条件） 

関係資料の貸与は、別紙３「公募型プロポーザル参加申請書」及び別紙４「関係資料の

貸与依頼書」を担当（９に同じ。）あてに提出した者であることを条件とする。 

イ 受付期間 

公募開始日から令和８年２月 18日まで 

ウ 貸与期間 

公募開始日から令和８年２月 18日まで 

エ 費用 

  無償により貸与する。 

オ 廃棄方法 

別紙４「関係資料の貸与依頼書」の遵守事項に基づき、貸与期間終了までに適切な方法

によりデータを廃棄すること。また、参加申請後の資格審査により参加が認められない場

合又は企画提案書の提出を辞退する場合は、上記の貸与期間終了を待たず、その事実が発

生した時点でデータを廃棄すること。なお、データの廃棄完了後、廃棄が完了した旨を大

阪市へ文書又は電子メールにて報告すること。 

カ 貸与資料 

・本市職員を対象とした業務課題等に係るアンケート概要 

・仕様書４（２）①に記載の、本市が選定した AIエージェントユースケースに係る関係書 

 類 

・「自治体情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」におけるネットワークモデル

について 

キ その他 

企画提案書の作成においては、国または本市ホームページに掲載されている資料を参考

にすること。 

国・省庁におけるドキュメント 

デジタル社会の実現に向けた重点計画 

人工知能基本計画 

人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針 

AI事業者ガイドライン（第 1.1版） 

行政の進化と革新のための生成 AIの調達・利活用に係るガイドライン 

地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン 

本市ドキュメント 

Re-Design おおさか ～大阪市 DX戦略～ 

 Re-Design おおさか ～大阪市 DX戦略アクションプラン～  

大阪市バックオフィス DXグランドデザイン  

大阪市区役所 DX実行計画 

都市・まち DX推進計画 

大阪市情報セキュリティ対策基準 

大阪市データ保護管理要綱 



大阪市生成 AI利用ガイドライン 

大阪市 DX推進本部会議（会議資料） 

 

（３）質問事項の受付及び回答 

ア 受付期間  

公募開始日から令和８年１月 27日午後５時 30分まで 

イ 質問方法 

別紙５「質問書」に必要事項を記載のうえ、電子メールにより、件名を「質問：令和８年

度大阪市における生成 AI 活用に関するロードマップ作成等支援業務委託」として、担当

（９に同じ。）あて送信のうえ、電話で受信確認を行うこと。 

ウ 回答方法 

大阪市デジタル統括室ホームページ「デジタル統括室入札・契約のお知らせ」の当該公

告本文内に掲載する。 

URL：https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000351352.html 

  エ 掲載期間 

令和８年２月４日から令和８年３月 17日まで 

 

（４）企画提案書・見積書の提出 

企画提案書及び見積書については、下記のとおりとする 

① 企画提案書（任意様式・押印不要） 社名あり 1部 社名なし７部 

② 経費見積書（任意様式） 社名あり 1部（押印要） 社名なし７部（押印不要） 

ア 企画提案書は、Ａ４版とし、別紙６「企画提案書作成要領」に基づき作成すること。 

イ 企画提案書本編の総ページ数は 30 ページ以内とする。（表紙や目次を含む。本市指定様

式（様式１～３）及び提案内容の補足資料は含まない） 

ウ 受付期間 

令和８年２月 13 日から令和８年２月 18日午後５時 30分まで 

エ 提出方法 

企画提案書は、紙媒体（正本 1 部・副本７部）及び電子記録媒体１部（追記不可とした

CD-R又は DVD-R）を提出すること。 

オ 提出場所 

担当（９に同じ。） 

 

７ 選定に関する事項 

（１）選定方法 

ア 本企画提案の審査については、「令和８年度大阪市における生成 AI 活用に関するロード

マップ作成等支援業務委託」の実施にかかる公募型プロポーザル方式事業者選定会議が行

い、その意見を受けて選定する。 

イ 選定委員は、審査基準に沿って企画提案書の審査を行う。 

（２）プレゼンテーション 

次のとおりプレゼンテーションを予定しているので、企画提案書の内容について説明し、

企画提案書に基づく本市からの質問に応答を行うこと。 

プレゼンテーションの実施要否については企画提案書の内容等により決定するが、参加事

業者は実施の有無を問わず準備しておくこと。 

実施する場合は令和８年２月 19日から順次、書面等により日時、場所を連絡するので、必

ず連絡が取れるようにしておくこと。 

  ア 実施日時：令和８年３月２日の午前９時から午後５時 30分までの間の本市が指定する時

間。ただし、指定した時間でのヒアリングが困難な場合は、本市と十分に調

整を行い対応すること。 

イ 実施場所：大阪市役所内会議室（詳細は実施日時とあわせて通知する） 

https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000351352.html


ウ 留意事項  

    ・プレゼンテーションの実施時間は、１事業者約 30 分（企画提案書の説明 15 分、質疑

応答 15分）とする。 

・プレゼンテーション内容及び議事について、正確に記録するため録音又は録画を行う

場合がある。 

※審査日程、実施方法は変更する場合がある。詳細は実施日時とあわせて通知する。 

（３）審査基準及び審査方法 

別紙７「審査基準及び審査方法」のとおり 

（４）失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。 

ア 選定委員及び本市職員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること 

イ 他の参加者と企画提案の内容又はその意思について相談を行うこと 

ウ 事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示すること 

エ 提出書類に虚偽の記載を行うこと 

オ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと 

（５）選定結果の通知及び公表 

評価結果及び選定結果は決定後速やかに、全ての参加者に電子メールにより書面で通知す

る。また、本市ホームページに後日掲載する。 

 

８ その他 

（１）提出された書類に虚偽の申請があった場合は、無効とする。また、参加申請必要書類を提

出後から契約締結までの期間において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置

及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合についても無

効とする。 

（２）全ての申請書類の作成・提出に要する経費は、参加者の負担とする。 

（３）提出された書類は返却しない。 

（４）提出された書類は、審査及び業者選定の用以外に、参加者に無断で他に使用しない。（ただ

し、大阪市情報公開条例（平成 13年大阪市条例第３号）に基づく公開を除く。） 

（５）提出された書類は、大阪市情報公開条例（平成 13年大阪市条例第３号）に基づき、非公開

情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となる。 

（６）企画提案書の提出は、１者１案のみとする。 

（７）提出期限（令和８年２月 18 日午後５時 30 分まで）後の企画提案書等の提出、差替は認め

ない。 

（８）本市より提供した資料及びその他知り得たすべての情報について、本市の許可なく他の者

へ漏らしてはならない。 

（９）事務所所在地など申請内容等に変更が生じた場合は速やかに報告すること。 

（10） 契約の締結は、受注者決定後速やかに行うものとする。ただし、採用された提案について、

必要に応じて内容を変更すがある。 

（11） 企画提案書の受付期間に応募がなかった場合は、募集を中止する。なお、1者のみの応募

となった場合は事業者選定手続きを行うものとする。 

 

９ 担当（提出先、問い合わせ先） 

大阪市デジタル統括室 DX推進担当 青木・音野 

〒530-8201 大阪市北区中之島１丁目３番 20号  

大阪市役所本庁舎地下２階  

電話番号：06-6208-7676 

E - m a i l：bb0010@city.osaka.lg.jp 

mailto:bb0010@city.osaka.lg.jp

